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我が国ものづくり産業の発展を支えてきた 1 つの要因である「高度熟練技能」の維持・継承のための政

策について検討した．具体的には，1997 年度から 2009 年度まで行われた高度熟練技能活用促進事業を取

り上げ，その変遷を整理した上で，他の施策等との比較分析により当該施策が果たした役割と課題を明ら

かにした．その結果，同事業が高度熟練技能の評価や高度熟練技能の情報の収集と分析・提供に貢献した

ことが示された．この結果を踏まえ，今後，高度熟練技能の維持・継承のための政策を立案するにあたっ

ての示唆を得た． 
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1. はじめに 
 

ものづくり企業の競争力に製造現場の技能者が持つ技

能が与える影響については，これまで多くの研究がなさ

れている． 

ものづくり産業における熟練技能に関連した研究とし

ては，小池の「知的熟練」に関する研究1), 2) がよく知ら

れている．知的熟練とは「問題と変化をこなすノウハウ」

とされ，熟練した人はそれを用いて，不確実な状況の中

で起こるさまざまな問題についてその原因を推理し対処

し，生産現場で起こる状況の変化に素早く対応すること

ができるとしている．またそのような知的熟練は主に

OJT によって形成されるとも指摘している．さらに小池
3) はものづくりにおける技能の重要性について，職場の

技能がどのように競争力を高めるかを論じている． 

また浅井4) は，野中郁次郎の“暗黙知・形式知”や小

池和男の“知的熟練”を始めとした多くの先行研究を整

理した上で，日本の国際競争力を支えてきた基盤の1つ
として製造現場の優れたスキルの存在をあげている．そ

のほか，例えば松本5) や松永6) も経営学や労働経済学の

分野における関連研究を整理している． 

このような中で中村 7) は，今後の技能労働者に求めら

れている8つの役割をもとに「今後の技能労働者の類型」

として「スーパー技能者」「ハイテク技能者」「マルチ技

能者」「ノーマル技能者」の4つの類型を提唱し，このう

ち「機械では不可能な高精度の実現」や「機械にはない

柔軟な対応」を担う「スーパー技能者（高度熟練技能者）」

の維持・継承が，後継者の確保難や継承の難しさ，高度

熟練技能獲得に要する時間等の観点から，技能継承問題

を考える上で最も重要であると指摘した． 

それまで，技能継承あるいは技能向上のための方策と

して，例えば「技能検定」「卓越技能者表彰（現代の名工）」

や全国各地の職業能力開発施設における公共職業訓練

（特に在職者訓練）など国においても厚生労働省を中心

にさまざまな施策が講じられてきたが，高度熟練技能の

維持・継承のための施策は講じられてこなかった．この

ことを受けて，1997年度に労働省により『高度熟練技能

活用促進事業』が創設され，高度熟練技能者の認定と活

用が開始された．この事業は，事業の力点を「高度熟練

技能者の認定・活用」から「高度熟練技能者による若手

技能者の指導育成」に移しつつも 2009 年度までに 5,540
名の高度熟練技能者を認定したが，2009年度で廃止とな

り，以後，国による高度熟練技能の維持・継承のための

施策は講じられていない． 
このような背景を踏まえ本論文では，高度熟練技能活

用促進事業の変遷を整理した上で，他の施策等との比較

分析により当該施策が我が国ものづくり産業における高

度熟練技能の維持・継承に果たした役割と課題を明らか

にする．そしてその結果を踏まえ，今後，高度熟練技能

の維持・継承のための政策を立案するにあたっての示唆

を得る． 
 

 

2. 高度熟練技能者活用促進事業について 
 
2.1. 高度熟練技能者活用促進事業の概要 
 高度熟練技能の維持・継承に関して国として講ずべき

方策についての検討は，1996（平成 8）年度に労働省の



社会技術研究論文集 Vol.11, 82-95, April 2014 

83 

関連団体である中央職業能力開発協会に設置された「高

度熟練技能継承検討委員会」8) において開始された．同

調査で行われた事業所調査では，6割以上の事業所が「今

後も高度熟練技能者を必要とする」と回答している．翌

1997（平成 9）年度に労働省の事業として「高度熟練技

能活用促進事業」（以下「本事業」）が創設され，労働省

職業能力開発局長の私的研究会として設置された「高度

熟練技能活用検討委員会」9) において検討が進められ，

1998（平成10）年度に高度熟練技能者の認定が開始され

た． 
労働省「平成10年度 高度熟練技能（者）の募集の開

始について」（報道発表資料）10) をみると，事業創設の

目的及び理由として，「企業の海外移転による産業の空洞

化と若年者を中心としたモノづくり離れ，さらには熟練

技能者の高齢化により，我が国の経済発展を担う優れた

熟練技能の継承が困難になりつつあり，特にそれぞれ独

自の分野で優れた熟練技能の継承を必要とする中小企業

にあっては，問題は一層深刻になっている．こうしたこ

とから，労働省では，高度な熟練技能の重要性が社会に

認識され，その維持継承及び活用が図られることを容易

にするため，高度熟練技能活用促進事業を実施」と謳わ

れている．また，「高度熟練技能（者）」の定義としては，

「機械では代替できない高度な技能を駆使して，高精

度・高品質の製品を作りだすことができる技能（者），ま

たは機械が作りだす製品と同等以上の高精度・高品質の

製品を作りだすことができる技能（者）」とされている．

そして本事業の主たる内容は，「①高度熟練技能（者）の

認定」「②高度熟練技能（者）に関する情報の収集等」「③ 
高度熟練技能（者）による技能振興への寄与の促進」の

3つとされた． 
なお，本事業は中央職業能力開発協会への委託事業と

して行われたため，類似の技能者表彰制度である「卓越

技能者（“現代の名工”）表彰」が国（厚生労働大臣）に

よる表彰であることに対して，高度熟練技能者への認定

証は中央職業能力開発協会長名によるものとなった． 
上述した本事業の3つの内容のうち「①高度熟練技能

（者）の認定」については，上述のとおり 1998 年 11 月

に第1回目の募集が開始され，1999年3月に最初の397
名が認定された 11) ．その後，年に 2 回の認定が行われ，

Table 1 に示すとおり 2009（平成 21）年度までに合計で

5,540名が認定された 12) ． 
類似の技能者表彰制度である「卓越技能者（“現代の名

工”）表彰」と比べた本事業の特徴として，高度熟練技能

者の認定が業種及び職種毎に作成された「高度熟練技能

者審査基準」等により申請者の持つ技能水準についての

厳正な審査を経て行われたことと，対象とする業種が特

定の製造業種及び整備業種に限定されたことがあげられ

る．Table 2に高度熟練技能者認定の対象業種，業種別認 

Table 1 高度熟練技能者の認定者数 12) 

年度 認定者数 年度 認定者数 
1998 397名 2004 495名 
1999 728名 2005 396名 
2000 529名 2006 409名 
2001 471名 2007 364名 
2002 456名 2008 390名 
2003 559名 2009 346名 

 

Table 2 高度熟練技能者認定の対象業種及び対象職種 12) 

業種 (  )内は認定者数 職種 

自動車製造関係 
(1,049名) 

機械加工，金型製作， 
仕上げ 

半導体製品製造関係(66名) 半導体用金型製作 

民生用電気製品製造関係 
(803名) 

機械加工，金型製作， 
仕上げ 

鉄鋼・非鉄金属製造関係 
(261名) 

鋳造， 
鋳造用模型製作 

電気機械器具製造関係 ※1 

(268名) 
機械加工，仕上げ， 
溶接 

一般機械器具製造関係 
(1,152名) 

機械加工，仕上げ， 
溶接 

金属製品製造関係(397名) 金型製作，めっき，板金 

精密機械器具製造関係 
(162名) 

機械加工， 
仕上げ 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ｺﾞﾑ製品製造関係 
(63名) 

金型製作 

輸送用機械器具製造関係※2 

(234名) 
機械加工， 
溶接 

一般・精密・電気機械器具整

備関係(281名) 
工作機械整備， 
生産加工機械整備 

航空機整備関係(37名) 機械加工，表面処理 

プラントメンテナンス関係 
(331名) 

仕上げ， 
製缶・配管 

鉄道車両整備関係 
(436名) 

点検・整備， 
修繕・改造 

※１ 民生用電気製品製造関係業種，半導体製品製造関係業種 
を除く 

※2  自動車製造業種を除く 
 
定者数及び対象職種を示す． 
本事業の3つの内容のうち「②高度熟練技能（者）に

関する情報の収集等」については，高度熟練技能者の氏

名，プロフィール，熟練技能の内容等のインターネット

（中央職業能力開発協会サイト上の特設ホームページ
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等）やビデオ，パンフレット等による周知が行われた．

また「③高度熟練技能（者）による技能振興への寄与の

促進」については，高度熟練技能者による熟練技能継承

のための活用支援として，工業高校や公共能力開発施設

等における高度熟練技能者による実技指導等が 2001 年

度から進められた． 
 
2.2. 高度熟練技能活用促進事業の変遷 
 以下では，高度熟練技能活用促進事業の変遷を4つの

時期に分けてみていく． 
 

（1）事業構想期［制度設計］（1996～1997年度） 
 2.1で述べたように，本事業の創設時に，類似の技能者

表彰制度として「卓越技能者（“現代の名工”）表彰」が

既に存在し，定着していた．卓越技能者表彰が既に定着

しているのにもかかわらずさらに本事業を創設した理由

として，事業構想及び創設時の労働事務次官（1997年7
月から1998年10月）であった松原亘子氏は日本経済新

聞への寄稿において『卓越した技能者の表彰制度は，「現

代の名工」として定着しているが，我が国の製造業の基

盤である熟練技能が危機を迎えているという認識から，

ものづくりの技の継承を支援するため，高度熟練技能者

が国によって選定された』と記している 13) ． 
 1996年度に実施された高度熟練技能継承検討委員会 8) 

では，高度熟練技能継承に向けての課題として「イ 高

度熟練技能を広く社会で活用するため，技能者の処遇改

善に結びつく評価制度を産官学共同で検討する必要があ

る．」「ロ 将来も必要とされる高度熟練技能については，

「公共財」と位置づけ，社会全体でその維持継承を行う

システムを構築するとともに，長期的視野に立った公的

な教育機能の強化を図ることが必要である．」「ハ 産業

を取り巻く環境の変化に的確に対応するため，高度熟練

技能の内容分析や習得に至るプロセスの解明により習得

年数を短縮する必要がある．」「ニ 高度熟練技能のうち，

特に社会全体として継承していく必要のあるものについ

ては，データベース化し，その効果的な活用等について

さらに検討する必要がある．」の4つの提言を示している．

最初にあげられている「技能者の処遇及び改善に結びつ

く評価制度」が提案された背景としては，技能者の技能

を国として公証する制度である技能検定制度において技

能レベルの最上位である「1 級」を比較的若い年齢で取

得してしまうケースが間々あり，それ以降の技能向上に

ついて評価及び公証する仕組みがないことに対して，技

能検定1級を上回るレベルの高度熟練技能について認定

制度を創設することで策を講じ，ひいては長い年月をか

けて高度熟練技能を培ってきた技能者及び技能を培うこ

とについての尊重気運を醸成するという意図があったも

のと推察される． 

 1997年度に開催された高度熟練技能活用検討委員会 9) 

では，高度熟練技能活用促進事業の実施フレームに関す

る重要な提案がいくつかなされている．具体的には，こ

の事業の対象とする業種は「将来にわたっても必要性が

継続すると思われる高度熟練技能のうち，その維持継承

が困難な状況に陥っている技能に係る業種とする．」とさ

れた．また対象とする技能については「①機械化・自動

化が困難で，かつ，習得に多大な時間がかかる高度熟練

技能であること．または，将来の機械化・自動化の基盤

となる高度熟練技能，若しくは，生産ラインの最終バッ

クアップとして不可欠な高度熟練技能であること．」「②

産業の将来の発展に向けて必要性は継続するが，個別企

業において技能保有者の雇用維持に見合う仕事量の確保

が難しくなるなど，企業の自助努力のみでは維持継承が

困難となる高度熟練技能であること．」とされ，高度熟練

技能者を選定するための審査基準の策定にあたっては，

実際の技能現場に即した明確な形態で示すとともに，技

能者の能力開発の目標値ともなるように配慮すること，

高度熟練技能者の審査は公正性と整合性を保つため，審

査基準に基づき厳正かつ一元的に行うこと，などが示さ

れた．また「認定された高度熟練技能者の情報の活用」

に関して，「高度熟練技能者の所属企業に対しての技術・

技能水準の信用性が高まり，受注機会の増大や若年者の

確保につながること．」「高度熟練技能者の存在の重要性

についての経営者の認識を新たにし，高度熟練技能者の

積極的な処遇の改善につながること．」「高度熟練技能者

本人にとっても，定年後の再雇用や再就職の可能性が高

まるなど，将来に向けての励みにつながること．」などと

され，認定された高度熟練技能者の活用用途として，前

年度の継承検討委員会報告でみられた技能尊重気運の醸

成に加え，認定された高度熟練技能者について指導者と

してだけでなく実際のものづくりへの活用が意識されて

いたことがうかがえる． 
（注）1997年度は本事業が開始された年度であるが，主

として準備作業を担った年であり，認定は翌年度か

ら開始されたことから，「事業構想期」に分類した． 
 
（2）事業開始期［認定と気運醸成］（1998～2000年度） 
 2.1 に述べたとおり，1998 年度の認定開始時の労働省

の発表資料 10) では本事業の主たる内容は「① 高度熟練

技能（者）の認定」「②高度熟練技能（者）に関する情報

の収集等」「③高度熟練技能（者）による技能振興への寄

与の促進」の3つとされており，事業開始期は特に「①

高度熟練技能（者）の認定」及びそのための基盤整備に

力が注がれた．認定開始2年目の1999年度の認定者数は

認定を行った12年間の中で最大であり，対象業種も急速

に拡大した．「②高度熟練技能（者）に関する情報の収集

等」についても，第1期の認定申請者募集のために中央
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職業能力開発協会により作成された事業紹介パンフレッ

ト 14) ではより具体的に「②極意書の作成」と置き換えら

れ，「認定を受けた高度熟練技能者の協力を得ながら，製

造現場に欠かせない熟練技能を研究，解析し，高度な熟

練技能の習得プロセスなどの情報を集約するなど，次代

の後継技能者に役立つ情報の収集と蓄積に努めます．ま

た，職業能力開発に役立つ情報としても役立たせます．」

とされた． 
また，本事業による第1回の認定者が発表された1999

年 3月に，超党派の議員立法により「ものづくり基盤技

術振興基本法」（平成 11 年法律第 2 号）が成立し，同法

に基づき 2000 年（平成 12）年 9 月に「ものづくり基盤

技術基本計画」15) が閣議決定された．この基本計画にお

いて「熟練ものづくり労働者の活用等」として「若年者

を中心としたものづくり離れ，更には熟練技能者の高齢

化等により，我が国の経済発展を担う優れた熟練技能の

継承が困難になりつつある．このため，高度な技能を駆

使して高精度・高品質の製品を作りだすこと等ができる

高度熟練技能者を選定し，その協力を得て，高度な熟練

技能の内容，技能習得のプロセス等の情報を収集し，広

く提供する．さらに，実技指導等を確保し，高度熟練技

能者の積極的な活用を図る．」と記載されたことにより， 

本事業は政府決定の根拠を得ることとなった i) ． 
 
（3）事業中盤期［活用］（2001～2003年度） 
 2001（平成13）年1月の中央省庁再編により本事業は

労働省から厚生労働省に引き継がれ，2002年度からは高

度熟練技能基盤強化支援事業と呼ばれるようになり 16) ，

「高度熟練技能者の認定」「高度熟練技能に関する情報の

収集・提供」「高度熟練技能者による実技指導等に対する

支援」等を通じて高度なものづくり熟練技能者の後継者

の育成・確保に資する事業として継続された． 
この期に入ると，事業開始期に築いた基盤をもとに高

度熟練技能者の講師派遣という形での活用に事業の力点

が移っていく．(2) に示した事業内容の「③高度熟練技

能（者）による技能振興の寄与の促進」を具体化したも

のとして，2001年度から工業高校や公共職業能力開発施

設等における高度熟練技能者による実技指導等が進めら

れるとともに，パンフレット，ビデオ，ホームページな

どによる高度熟練技能に関する情報の提供が行われるよ

うになった．また全国の都道府県職業能力開発協会に「高

度熟練技能支援センター」が設置され，高度熟練技能者

を講師とした技能継承活動等の促進が図られた． 
 なお，2002年4月には高度熟練技能者認定の申請に係

る助言及び高度熟練技能者を講師とした技能継承活動等

に関するコーディネートを行うための相談窓口として全

国の都道府県職業能力開発協会に「高度熟練技能支援セ

ンター」が設置されたが，2003年度末で廃止されている． 

この間2003年4月1日には厚生労働省職業能力開発局

の組織改編により本事業の主管課は「技能振興課」から

同課の業務を拡大した「能力評価課」となった．ものづ

くり系だけでなくホワイトカラー系も含めて広く職業能

力評価を所掌する能力評価課が主管となったことによっ

て，上記のような活用が進む一方で主管課内での本事業

の位置づけは相対的に低下するとともに，(4) に示すよ

うにものづくり産業だけでなく我が国の雇用全体の問題

を反映して施策が展開されていくことになる． 
 
（4）事業後半期［若年者への指導］（2004～2009年度） 
 2004 年度に入ると当時社会の関心が高まっていた若

年者対策が職業能力開発分野でも大きな位置づけを占め

るようになり，職業能力開発分野でも「日本版デュアル

システム」「Yesプログラム（若年者就職基礎能力支援事

業）」などの若者の能力開発に向けた様々な事業が開始さ

れた．それとともに高度熟練技能基盤強化支援事業も「若

年者ものづくり人材育成促進事業」となり 17) ，事業のス

キームや内容はほぼ変更ないものの，「高度熟練技能者に

よる若年者への指導育成」という施策目標がより重視さ

れるようになり始めた． 
 2005年度には，若年者対策と並んで当時社会の大きな

関心を集めていた団塊の世代のベテラン技能者の定年退

職による「2007年問題」への対応も絡んで若年者へのも

のづくり技能の継承をより押し進めるために「“ものづく

り立国”の推進事業」が創設されたことに伴い，高度熟

練技能者の認定・活用は「“ものづくり立国”の推進事業」

の一部として行われるようになった 18) ．  
 2007年度には，「“ものづくり立国”の推進」の中でも

「中小企業等の技能の円滑な継承に対する支援」の位置

づけで，認定された高度熟練技能者の活用に関して，高

度熟練技能者の実技指導等のための派遣先として工業高

校や公共職業能力開発施設等に加え中小企業及び業界団

体等が重視されるようになり 19) ，2008 年度にはこれら

の派遣をさらに円滑に進めること等を意図して，「熟練技

能人材登録・活用事業」として高度熟練技能者をはじめ

指導能力を有する優れた技能者などの情報をデータベー

ス化するとともに，技能継承などに関する様々な情報を

集めた「熟練技能活用総合ネットワーク」を整備するこ

とが構想された 20) ． 
 このような変遷をたどりつつ 13 年間実施されてきた

本事業であるが，2009年9月に民主党へ政権が移行し国

の事業の見直しと大幅な予算の削減が行われた中で，

2010（平成22）年度予算の概算要求見直しにおいて担当

部局の判断によって本事業は 2009 年度限りで廃止され

ることとなった ii) ．本事業の内容の中でも特に工業高校

等に対する高度熟練技能者の派遣事業は高校関係者や中

小ものづくり企業関係者等に好評であったため，本事業
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の廃止決定はこれら関係者等に失望を持って受け止めら

れたことが当時の報道からうかがうことができる 21) ． 
 
2.3. 政策評価における高度熟練技能活用促進事業 
 厚生労働省では，2002（平成14）年度から法に基づく

政策評価が行われている．このうち，政策体系に定めら

れた施策ごとに設定した目標の達成状況や有効性などを

評価するものが「実績評価」であり，政策体系に定めら

れた施策で実績評価を実施しないものについて評価指標

の直近の数値などをとりまとめ公表するものが「モニタ

リング結果報告」である．ここでは，高度熟練技能活用

促進事業の評価結果及びモニタリング結果をみていく． 
まず，2002（平成14）年9月の「実績評価書」22) にお

いて高度熟練技能活用促進事業が取り上げられている．

ここでは，施策目標は「高度熟練技能の維持・継承を図

ること」，施策目標に関する実績を評価するための実績目

標は「高度熟練技能者の活用・促進を図ること」とされ

た．実績目標を達成するための手段として「高度熟練技

能者の認定」「高度熟練技能者の情報の中小企業に対する

提供」「工業高校，公共職業能力開発施設等における高度

熟練技能者による実技指導等」の3つを挙げ，それぞれ

に対応する評価指標として「高度熟練技能者選定数（1998
年度から）」「高度熟練技能者活用促進事業についてのホ

ームページアクセス数（2001年度から）」「高度熟練技能

者活用件数（2001 年度から）」を示している．この評価

書では，これら実績目標の達成状況の評価を有効性及び

効率性の観点から行った上で，施策手段の適正性の評価

として「選定された高度熟練技能者の情報提供，活用の

支援を通じて高度な熟練技能の重要性を社会に認識させ，

その維持・継承及び活用を図っており，その効率性も含

めて効果は高いと認められる．」とし，総合的な評価とし

て「高度熟練技能の維持・継承を図る上での基盤整備の

観点から大きな意味を持つと考える．」「高度熟練技能の

維持・継承及びものづくり労働者の職業能力開発が推進

されていると認められている．」としている．また，本事

業が「ものづくり基盤技術基本計画」に基づき実施され

ていることも特記している． 
 2003（平成 15）年から 2005（平成 17）年の 3 年間は

モニタリングが行われ，それぞれ前年度までの評価指標

の実施状況が報告された 23)～25) ．なおこれらのモニタリ

ング結果報告書によれば，施策目標は「高度熟練技能者

の維持・継承を図ること」に，実績目標は「高度熟練技

能者の維持・継承をはかること」（2003 年）ないし「高

度熟練技能者の活用・促進を図ること」（2004～2005年）

に修正されている． 
 2006（平成18）年には再び実績評価が行われた 26)．前

年までの評価／モニタリングでは施策目標として「高度

熟練技能（者）の維持・継承を図ること」が掲げられて

いたが，この年の実績評価では施策目標からは高度熟練

技能という言葉は消え，「ものづくり振興に係る環境を整

備すること」の中に含まれることとなった．技能五輪大

会や卓越技能者表彰などによる技能尊重気運の醸成に続

く 2番目の実績目標として「高度熟練技能者等の活用・

促進を図ること」が示されたものの，実績目標を達成す

るための手段としては「技能者を活用したものづくり教

育・学習の環境整備事業」といったものになり，その評

価指標も「ものづくり教育・学習に係る技能者の活用人

日」となって，高度熟練技能についての記載はみられな

くなった．評価結果の欄は，「2004（平成 16）年度末事

業廃止」とだけ記載されている．代わりに 3番目の実績

目標である「ものづくり技能の魅力を啓発し，ものづく

りに親しむ社会の形成を図ること」の中の「実績目標を

達成するための手段の概要」の1つとして「後継技能者

への技能継承を支援することを目的として，継承すべき

優れた技能を有する者を『高度熟練技能者』として認定

し，その情報を提供するとともに，当該技能者を認定職

業訓練校及び工業高校等へ派遣し，実技講習等を実施し

ている．」と記載され，評価指標の1つとして「高度熟練

技能者の派遣人日」が用いられている．また評価結果は，

政策手段の有効性に関して「高度熟練技能者の派遣につ

いては，工業高校生等に対して2，3級技能検定合格レベ

ルの実技講習等を行うものであるが，ものづくり現場で

培われた高度な技能に触れることは，通常のカリキュラ

ムでは経験できないことであり，ものづくり人材の底辺

の拡大を図るうえでも，有効な手段と考えられる．」と，

また政策手段の効率性については「高度熟練技能者の派

遣については，工業高校生等に対して，きめ細かな実技

指導を行うばかりでなく，学校の教諭といった指導者に

対する指導・育成も行っている．」と評価されている． 
 その後，2008（平成20）年度の事業評価書（事後）27)

において，「ものづくり立国の推進」事業の中の「若年者

ものづくり人材育成促進事業」の1項目として「高度熟

練技能者を活用した若年者等のものづくり人材育成支

援」が示され，「高度熟練技能者の派遣人日」のみが本事

業の評価指標となった．この実績をTable 3に示す．  
 なお，これまで述べてきた厚生労働省における政策評

価の枠組みとは別の枠組みとして，PDCA サイクルによ

る雇用保険二事業の目標管理の一環で，雇用保険を原資

とする事業についての評価が行われている．この 2009
（平成21）年度の評価 28 ) では，「熟練技能人材による実

技指導等」は目標を達成したものの，親事業である「も

のづくり立国の推進」事業全体はC評価（目標の未達成

要因を分析の上，事業の廃止又は見直しが必要）との評

価がなされた．また熟練技能人材による実技指導等に係

る事業については「廃止」との注釈が付記されている． 
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Table 3 高度熟練技能者の派遣人日 26), 27 ) 

年度 派遣人日  年度 派遣人日 
2001 283  2005 1,615
2002 245  2006 2,181
2003 1,237  2007 2,463
2004 1,128    

 
2.4. 高度熟練技能活用促進事業がもたらした成果 
 これまで述べてきたことを踏まえると，本事業がもた

らした成果としては次のものを指摘することができよう． 
 本事業の第一の成果は，①1 級技能士を上回る高度熟

練技能のレベルについて認定のための客観的基準を作成

し，②その基準に基づき合計 5,540 名の高度熟練技能者

の認定を行い，③認定者情報がデータベース化されたこ

とである．高度熟練技能者の認定に使用された業種別職

種別の「高度熟練技能者審査基準」は，高度熟練技能者

と認められるだけの技能レベルに求められる要件が細か

く規定されており，そのような技能レベルを目指そうと

した時の目標や手がかりとなりうる． 
 また，認定された高度熟練技能者から得た高度熟練技

能者のプロフィールや活用状況，技能習得プロセス，高

度熟練技能のポイント等については，その一部がビデオ

やパンフレット，ホームページにより提供された．中央

職業能力開発協会以外でも，職業能力開発総合大学校能

力開発研究センターなどの機関で，高度熟練技能の分析

研究が行われたたとえば 29) ．このような，④高度熟練技能

者の育成と活用のためのコンテンツの整備が行われ，発

信されたことも，本事業の成果としてあげられる．ただ

しこれらの成果は 2009 年度の本事業終了によって現在

では十分には活用できない状態となっている． 
 高度熟練技能者による実技指導等については，たとえ

ば2009年度（「熟練技能人材登録・活用事業」として実

施）の派遣実績は全国で延べ 1,181 件，講義などの対象

延べ人数は 23,493 人 21)  と大きな広がりを見せており，

とりわけ工業高校生など，⑤若いものづくり人材の育成

（技能の向上，技能検定の取得，等）に効果を見せた． 
 また本事業からの派生的な成果として，⑥地域での技

能塾設立の誘発もあげることができる．これは，「地域の

公共職業能力開発施設等を活用して，高度熟練技能者を

講師として，地域の中小企業の技能者が企業の壁を超え

て一緒に学びあう塾（技能塾）を開講し，そこで発生し

た技能者間（講師と生徒及び生徒同士）で技能を軸とし

たコミュニティを創造する」というものである． 
 たとえば，このような地域での高度熟練技能者を活用

した後継者育成の取り組みの先駆的存在である「東京も

のづくり名工塾」30)  は，高度熟練技能者が指導者となり

地域の主に中小企業の中堅青年技能者（概ね20歳代から

30歳代）に高度熟練技能者の有する技能を継承する取り

組みであり，都立の技術専門校（職業能力開発センター）

を会場として利用して中堅青年技能者が高度熟練技能に

触れ，実加工を通して高度な熟練技能を体得することを

ねらっている．2001（平成13）年度に開始され，2012（平

成24）年度までに403名が修了している．またフォロー

アップコースとして「スーパー名工塾」も用意され，更

なる技能向上を図りワンランク上の技能を習得すること

が目指されている．同様な取り組みが，東大阪や北九州

などでも展開されるようになった． 
 一方で，事業構想期に想定されていた高度熟練技能者

の実際のものづくりへの活用（認定高度熟練技能者がい

ることによる所属企業の仕事の獲得，退職した大企業出

身の高度熟練技能者の中小企業への再就職，等）はほと

んど見られない．認定高度熟練技能者のデータベース化

についても，認定者リストは中央職業能力開発協会のホ

ームページ上で公開されたものの，講師依頼など実際の

活用のためには十分な情報が公開されていたとはいえず，

大きな成果はあげられなかった．また「高度熟練技能の

次世代への継承」については，事業構想期にあった「高

度熟練技能者の不足感」が本事業によって解消されたと

はいえない．たとえば労働政策研究・研修機構が 2009
年（注：本事業が廃止された年度に該当する）に実施し

た調査 31) では，機械・金属関連産業の従業員 30 人以上

の企業への調査結果として，高度熟練技能者を「不足」

および「やや不足」とした企業は 65.1%となっている ． 
 
 
3. 分析 
 
以下では高度熟練技能の維持継承という観点から高度

熟練技能者活用促進事業が果たした役割について明らか

にするために，国の行っている他の技能振興施策，自治

体の行う技能振興施策及び海外における技能振興施策と

の比較分析を行う．ここで高度熟練技能者活用促進事業

については上述のとおり事業の力点が変化してきている

ことから，①-1 高度熟練技能者活用促進事業時代（2003
年度以前）と①-2 若年者ものづくり人材育成促進事業時

代（2004年度以降）に分けて扱う．国の行っている他の

技能振興施策としては，厚生労働省の②技能検定，③卓

越技能者表彰（「現代の名工」），④日本版デュアルシステ

ム，⑤若手技能者人材育成支援等事業（ものづくりマイ

スター制度）及び経済産業省中小企業庁の「⑥ものづく

り小規模事業者等人材育成事業」，を取り上げる iii)． 
ここで若手技能者人材育成支援等事業（ものづくりマ

イスター制度）32), 33) とは，ものづくりに関して優れた技

能，経験を有する者を「ものづくりマイスター」として

認定・登録し，これら「ものづくりマイスター」が中小
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企業や学校などで若年技能者への実践的な実技指導を行

い，効果的な技能の継承や後継者の育成を行う事業であ

り，2013（平成25）年度に創設された新しい事業である． 
自治体の行う技能振興施策としては自治体マイスター

制度 34) の先駆的な存在である「⑦神戸マイスター制度」
35) を，海外における技能振興施策としてはマイスターの

育成システムとして知られ，日本版デュアルシステムの

参考事例ともなっているドイツの「⑧デュアルシステム」
36), 37)を取り上げる（なお紙幅の都合上，それぞれの施策

の概要については，参考文献及び国の事業については各

省庁のWebを参照いただきたい）． 
 分析の視点としては，高度熟練技能の維持継承につい

て，a. 高度熟練技能の評価，b. 高度熟練技能の内容（ノ

ウハウ等）や技能習得のプロセス等の情報の収集と分

析・提供，c. 高度熟練技能者の活用，d. 技能尊重気運の

醸成，の4つの貢献を取り上げ，c. 高度熟練技能者の活

用についてはさらに，c-1. 高度熟練技能の継承への活用, 
c-2. 熟練技能者育成への活用，c-3. 若年技能者育成への

活用，c-4. 高度熟練技能者自身のものづくりへの活用に

分けて検討する． 
 
3.1. 高度熟練技能の評価への貢献 
高度熟練技能者活用促進事業（①-1）は，元々，②技

能検定において 1級レベルより上の技能レベルの技能評

価制度がないことを踏まえ，それより上のレベルの技能

を目指そうとした時の目標及び到達レベルの評価を目的

の１つとして創設されており，評価の基準となる「高度

熟練技能者審査基準」及び申請の際の目安となる「高度

熟練技能者チェックシート」が職種ごとに整備された．

これらは，若年者ものづくり人材育成促進事業（①-2）
時代にも引き継がれ，運用された．これに対して③卓越

技能者表彰（現代の名工）では，技能レベルの点では「技

能の程度が卓越しており，当該技能において国内で第一

人者と目されていること．」以外には明確な基準は設けら

れておらず，審査委員会の個別の判断に委ねられている．

これにより，幅広い種類の技能への表彰が可能となって

いるメリットがある一方で，必ずしも技能レベルが高度

熟練技能レベルにあることが客観的に明確に示されてい

なくても，技能振興への貢献度合いなども含めて被表彰

者の選考が行われてしまう場合もありうる．また④日本

版デュアルシステムでは，訓練生を受け入れる企業側の

指導者の技能レベルについて，明確な規定は設けられて

いない．⑤若手技能者人材育成支援等事業（ものづくり

マイスター制度）では「ものづくりマイスター」の認定

要件が決められており，認定基準においてもものづくり

マイスターが持つ技能レベルが厳しく定められているが，

技能レベルに関する認定基準は例えば「特級又は1級若

しくは単一等級の技能士」「卓越した技能者（表彰者）」

「（中央職業能力開発協会が認定した）高度熟練技能者」

といったように他の制度によって技能レベルを評価され

た結果を活用するものであり，この制度独自にものづく

りマイスターの技能レベルの評価を行う訳ではない iv)．

⑥ものづくり小規模事業者等人材育成事業では中小企業

庁により「技術継承支援者」が公募の上決定されるが，

中小企業で必要とされる幅広い技術・技能を対象として

いる一方で，継承支援者の持つ高度熟練技能についての

明確な評価基準は設けられていない． 
⑦神戸マイスター制度では，神戸マイスターの有する

技術・技能の水準について「当該職種において卓越して

いること」，具体的には市内当該職種における第一人者又

はこれと比肩する技術・技能者（いわゆるトップクラス）

としており，技術・技能が一定水準以上であることを示

すため技能検定 1級取得者であること等を条件としてい

るが，対象となる職種の多様性を考慮し，認定の際に個々

の職種の特性に応じて対応すべきとしている．他の自治

体のマイスター制度をみても，愛媛県の「愛媛マイスタ

ー」や鳥取県の「とっとりマイスター」などでは「その

職種の実務経験年数」を認定基準としており 34)，高度熟

練技能についての明確な評価基準は設けられていない． 
⑧デュアルシステムにおいては，デュアルシステムに

おける訓練（職業学校及び事業所での並行訓練）が修了

したあと修了試験を受け，合格すればマイスターとして

の資格を得る．手工業を対象としたマイスター資格では

マイスター資格の取得により独立開業ができることにな

るが，デュアルシステムは独り立ちできるレベルの技能

者の育成システムであり，デュアルシステムにおいて訓

練修了レベル以上の技能評価が行われるわけではない． 
以上をまとめると，高度熟練技能活用促進事業以外に

は「高度熟練技能の評価」の役割を果たしている（た）

施策は見当たらないといえる． 
 
3.2. 高度熟練技能の情報の収集と分析・提供への貢献 
ノウハウ等の高度熟練技能の内容や技能習得のプロセ

ス等の情報の収集と提供について，①高度熟練技能者活

用事業（①-1,-2），③卓越技能者表彰（「現代の名工」），

⑤若手技能者人材育成支援等事業（ものづくりマイスタ

ー制度），⑥ものづくり小規模事業者等人材育成事業，⑦

神戸マイスター制度では，認定を受けるための申請時に，

高度熟練技能の内容や技能習得のプロセス等の情報が提

出されている． 
このうち高度熟練技能者活用事業では，収集された情

報を分析しノウハウ集を作成する取り組みなどが計画さ

れたものの，実際には収集された情報のごく一部をパン

フレットやビデオで紹介する程度の情報の利用に留まり，

分析が十分に行われることはなかった．  
他の施策については，入手された高度熟練技能につい
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ての情報は審査及び広報に用いられる程度で，分析・提

供は行われていない．また⑤若手技能者人材育成支援等

事業（ものづくりマイスター制度）においても，今後，

「技能伝承DVD・冊子（暗黙知の形式知化）」が行われ

ることになっているが，取り組みは始まったばかりであ

り，また事業の主対象者が若年技能者であり情報の受け

取り手が若年技能者と高度熟練技能の継承者レベルでは

分析のレベルも異なることを考えると，高度熟練技能の

継承につながりにくいと思われる． 
②技能検定，④日本版デュアルシステム，⑧デュアル

システムでは，そもそも高度熟練技能の情報の収集と分

析・提供が意図されていない． 
 
3.3. 高度熟練技能の活用への貢献 
 
（1）高度熟練技能の継承への活用への貢献 
高度熟練技能の継承活動を行う場合は，技能の継承を

受ける側もある程度高い技能レベル（例えば技能検定 1
級レベル）を有していることが望ましい．例えば企業内

での高度熟練技能の継承事例として知られたマツダの

「卓越技能者養成コース」38), 39) でも継承者を相応の技能

レベル（具体的には技能検定 1級取得者）の技能者とす

ることによって効果を上げている． 
①高度熟練技能者活用促進事業（①-1,-2）においては

事業創設の際にこのような継承活動を担う役割も構想

されたが，2.で見たように事業の中ではほとんど実施さ

れなかった．他の施策においても上記のような高度熟練

の継承活動は当該施策のスキームの中では行われてい

ないが，①高度熟練技能者活用促進事業については，認

定され氏名・所属が公表された高度熟練技能者が，企業

や団体等からの個別の依頼に応じて高度熟練技能の指

導・継承活動を行っているケースはみられる．この代表

的なものとしては，2.4 で派生的な効果の例として示し

た「東京ものづくり名工塾」や東大阪の「NPO地域基盤

技術継承プラザ」の「Kan Kotsu（勘・コツ）伝承塾－旋

盤・フライス盤高度熟練技能伝承塾」6) があげられる．

③卓越技能者表彰（「現代の名工」），⑦神戸マイスター

制度などでも①高度熟練技能者活用促進事業と同様に

公表された名簿に基づき指導・継承活動を行っているケ

ースはあるが，若手技能者育成が中心であり，高度熟練

技能者及び次項(2)の熟練技能者の育成を対象としたも

のは少ないと思われる． 
④日本版デュアルシステム，⑤若手技能者人材育成支

援等事業（ものづくりマイスター制度），⑧デュアルシス

テムは若手技能者の育成を目的としており，⑥ものづく

り小規模事業者等人材育成事業も製造現場において概ね

5 年以上の経験を有する者を対象としているため，高度

熟練技能の継承活動は対象とされていない．前述のとお

り②技能検定は，高度熟練技能の技能レベルをカバーで

きていない． 
 

（2）熟練技能者育成への活用への貢献 
ここで「熟練技能者」とは，独力で作業をこなすこと

ができる，いわゆる“一人前”の技能レベルを想定する． 
⑧デュアルシステムは，まさにこのレベルの熟練技能

者を育成するためのシステムである． 
①高度熟練技能活用促進事業（①-1,2）及び③卓越技

能者表彰（「現代の名工」）と⑦神戸マイスター制度は，

(1) と同様のスキームで熟練技能者育成に貢献している

と思われる．②技能検定は，1 級取得を目指すことで，

このレベルの育成は果たされるものと思われる． 
⑤若手技能者人材育成支援等事業（ものづくりマイス

ター制度）及び④日本版デュアルシステムは若手技能者

育成を目的としたものであり，⑥ものづくり小規模事業

者等人材育成事業も対象は「製造現場において概ね5年
以上の経験を有する者」であるが，実態として若手技能

者の育成に貢献しているため，熟練技能者のレベルの育

成までは困難であろう．  
 
（3）若年技能者育成への活用への貢献 

2.2 に示したように高度熟練技能者活用促進事業時代

に認定した高度熟練技能者の活用先として若年技能者の

育成への活用が多く行われ，やがて若年者ものづくり人

材育成促進事業となって「若年技能者育成のために高度

熟練技能者を認定する」スキームとなったことからもわ

かるように，①高度熟練技能活用促進事業（①-1,2）は

若年技能者育成へ一定の役割を果たしたと思われる．「熟

練技能者による若手技能者の指導・育成」が目的である

⑤若手技能者人材育成支援等事業（ものづくりマイスタ

ー制度）も，今後若手技能者育成への貢献が期待できる．

⑦神戸マイスター制度を始めとした自治体マイスター制

度では，マイスターの認定要件として後継者（実態とし

ては主に若手技能者）の育成に熱心であることがあげら

れていることが多く，認定者の責務として若手技能者の

育成にかかわりと持つことが多い．③卓越技能者表彰

（「現代の名工」）は認定の要件に「技能者の養成に寄与

したこと」はあり，都道府県能力開発協会や団体・企業・

学校からの依頼に応じて若年技能者の指導・育成に貢献

しているケースは多く見受けられる． 
②技能検定も，職種によっては 2 級・3 級の下位レベ

ルが設けられており，これらは若手技能者の技能習得目

標レベルとして活用されているという点で若年技能者育

成へ貢献している．④日本版デュアルシステム，⑧デュ

アルシステムは若手技能者の育成を主目的としており，

⑥ものづくり小規模事業者等人材育成事業も対象は「製

造現場において概ね5年以上の経験を有する者」である
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が，実態として若手技能者の育成に貢献している． 
 このように，若手技能者育成への貢献はその程度や実

施実績の点で差はあるものの，ここで取り上げたすべて

の施策で実施されており，若手技能者育成に対して様々

な施策が講じられていることがわかる． 
 
（4）高度熟練技能者自身のものづくりへの活用への 

貢献 
高度熟練技能活用促進事業の創設時に，高度熟練技能

者のデータベースを構築し，高度熟練技能を要する仕事

に対してふさわしい高度熟練技能者を紹介することが構

想された．しかしながら，実現には至らなかった．この

背景には，このような仕組みを構築すると高度熟練技能

者の引き抜きにつながるのではないかとの懸念や，厚生

労働省（当時は労働省）の事業であったために人材育成

以外の実際のものづくりに関する業務はなじみにくかっ

たこと等があると推測される． 
他の事業も，人材育成を主眼としており，上記のよう

な仕事の紹介まではスキームに組み込まれていない．た

だし(1) と同様に，①高度熟練技能者活用促進事業や③

卓越技能者表彰（「現代の名工」），⑦神戸マイスター制度

などで認定され氏名・所属が公表された高度熟練技能者

等が，企業や団体等からの個別の依頼に応じて高度熟練

技能を要する仕事を請け負っているケースは，件数は極

めて少ないものの，あると推測される． 
 
3.4. 技能尊重気運の醸成への貢献 
技能尊重気運の醸成への貢献の方法として，代表的な

方法に技能啓発イベント等の意識啓発事業への高度熟練

技能者等の参加があげられる．この点に関して今回取り

上げた施策の中で最も積極的なものは⑤若手技能者人材

育成支援等事業（ものづくりマイスター制度）であり，

施策スキームの中で，認定されたものづくりマイスター

の地域で行う意識啓発事業への参加が考慮されている．

⑦神戸マイスター制度も神戸マイスターを招いた技能啓

発イベント（神戸マイスターフェスティバル）等が実施

されている．①高度熟練技能者活用促進事業，②技能検

定，③卓越技能者表彰（「現代の名工」）については，施

策スキームの中には技能啓発イベント等への参加は含ま

れていないが，技能啓発イベント等を開催する際に高度

熟練技能者や1級技能士，現代の名工を講師として招く

ことは多く行われている． ④日本版デュアルシステム，

⑥ものづくり小規模事業者等人材育成事業は人材育成施

策，意識啓発事業への参加等のかかわりはない． 
⑨デュアルシステムも基本的には人材育成のシステム

であるが，「（手工業において）マイスターに認定されな

いと開業できない」となっている点が技能尊重気運の醸

成に大きく貢献していると思われる． 

また⑧卓越技能者表彰（「現代の名工」）は卓越した技

能を持つ者を表彰し，その表彰について社会に大きく伝

えることによって技能尊重気運の醸成に務めようとする

ものである．毎年11月に発表される表彰結果については

新聞等に掲載されるケースも多く，技能尊重気運の醸成

にいくらかなりとも資しているものと思われる． 
 
3.5. 技能尊重気運の醸成への貢献 
 以上述べてきた，高度熟練技能の維持継承の観点から

の高度熟練技能者活用促進事業及び他の類似事業を評価

した結果を整理して，Table 4に示す． 
 
 
4. 考察と今後への示唆 

 
以上の検討を踏まえ，高度熟練技能活用促進事業が残

した課題等について考察するとともに，今後，高度熟練

技能の維持・継承のための施策を考える際の示唆を得る． 
 
（1）今後必要とされる高度熟練技能の再定義・明確化 
今後必要とされる高度熟練技能の維持・継承のための

施策を考えようとした際にまず提起される質問は，「我が

国におけるこれからのものづくりにおいても，高度熟練

技能は必要とされるのか．必要とされるのであれば，ど

のような高度熟練技能が必要とされるのか．」という点で

あろう． 
これからのものづくりに必要な技能について，例えば

中馬 40) は，「現代におけるもの造り現場に不可欠な技能

とは，道具・機械・装置等の限界を極限にまで突き詰め

た形の加工・組立技能である“匠的な熟練”ではなく，

“問題発見・解決型熟練”と呼ぶべきものである．問題

発見・解決型熟練とは，製品やそれらを生み出す生産プ

ロセス自体の不具合の発生を未然に察知して対処したり，

発生した原因を迅速に究明・解決できる熟練技能をさ

す．」として，IT 化・ネットワーク化の急激な進展によ

って問題発見・解決型熟練の希少性はさらに高まりつつ

ある，と指摘している．そして，匠的な熟練と問題発見・

解決型熟練とは場合によっては不可分であるが，匠的な

熟練が加速的にデジタル化されていることによって両者

が分離していく傾向が強いとしている． 
八幡 41) は，熟練技能を①技能の幅はあまり広くはない

が，特定分野を極めて高度に卓越した熟練技能（一種類

長期型熟練）のタイプと，②特定領域の技能に加えて，

生産工程の合理化や品質管理や検査・試験，NC 機やマ

シニングセンタのプログラミング，設備保全や改善など

の知識・技能を兼ね備えた技術者的技能（より職域の広

い多種類短期型熟練）のタイプの2つのタイプに分けた

上で，技術革新が進み作業内容が質的に変化してくると， 
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Table 4 高度熟練技能の維持継承の観点からの各種施策の評価結果 

施策 
 
 
 
 
 
 
 
分析視点 

① 高度熟練技能

活用促進事業 
②
技
能
検
定 

③
卓
越
技
能
者
表
彰
（「
現
代
の
名
工
」） 

④
日
本
版
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム 

⑤
若
手
技
能
者
人
材
育
成
支
援
等
事
業 

 

（
も
の
づ
く
り
マ
イ
ス
タ
ー
制
度
） 

⑥
も
の
づ
く
り
小
規
模
事
業
者
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
材
育
成
事
業 

⑦
神
戸
マ
イ
ス
タ
ー
制
度 

⑧
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
（
ド
イ
ツ
） 

１ 

高
度
熟
練
技
能
者
活
用 

促
進
事
業
時
代 

２ 

若
年
者
も
の
づ
く
り
人
材 

育
成
促
進
事
業
時
代 

a.高度熟練技能の評価 ◎ － △ － － － △ － 

b.高度熟練技能の情報の収集と分析・提供 △ － ▲ － ▲ ▲ ▲ － 

ｃ 

高
度
熟
練 

技
能
の
活
用

1)高度熟練技能の継承への活用 ○ － △ － － － △ － 

2)熟練技能者育成への活用 ○ ○ △ － － △ △ ◎ 

3)若手技能者育成への活用 ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

4)高度熟練技能者自身の 
ものづくりへの活用 

▲ － － － － － － － － 

d.技能尊重気運の醸成 ○ ○ ◎ － ◎ － ◎ ◎ 

（注）  ◎役割を非常に大きく果たしている ○役割を大きく果たしている △ある程度役割を果たしている  
▲役割を果たすことが可能（意図されている）だが果たしていない －役割を果たしていない，意図していない 

 

Table 5 浅井 4) による高度熟練技能者の2類型（抜粋） 

「匠のワザ」におけるスキル 新たに必要となるスキル 

・NC 旋盤や自動盤では加工が困難な難削精密部品を，切削工具

の改良や加工方法の改善で，普通旋盤を用いて精密に仕上げる

ことができる． 
・長年の経験を生かした機械加工（特にフライス盤）の段取り，

熱変形を見込んだ寸法出し等，機械操作の正確さ． 
・加工機械の精度以上に仕上げるため，面加工，穴加工，同軸穴

の高精度確保は機械の癖，刃具と切削条件や材質，押え金の締

め加減を皮膚感覚で体現する技能． 

・故障の内容で精度の向上・安定させるための工夫や仕事のやり

方を追求し，保全性を設備に活かしていくことが得意． 
・マシニングセンタ加工において，「プログラミング」「治具の考

案」に優れ，マイクロメートル単位の加工技能を有する． 
・NC 工作機械の加工治具の考案で稼働時間の大幅な有効活用を

実現．また長尺物・ねじれ溝の加工方法を考案し貢献． 
・金型仕上げにおける全工程の技能，成形不具合の解析および修

正結果よりノウハウ集の作成と型設計へのフィードバック． 

 
後者のタイプの人材需要が拡大するとしている． 
また浅井4) は，工学技術の進展とスキルの変容として，

機械化・自動化の進展に伴い熟練技能者の果たす役割も

高度化し，「複雑化したシステムを使いこなす」といった

新たなスキルが必要となってくることを指摘している． 
さらに浅井は，高度熟練技能活用促進事業によって認

定された高度熟練技能の中にも，このような「新たに必

要になるスキル」が含まれることを例を挙げて示してい

る．この抜粋をTable 5に示す． 
 浅井によるこの分類が示すように，高度熟練技能活用

促進事業により認定された高度熟練技能の中には，「高度

熟練技能」という語感あるいは「機械にはできない人間

のワザ」というキャッチフレーズからイメージされるよ

うな「匠的な熟練」「匠のワザ」以外のものも多く含まれ

ている．この理由として，この事業が対象とする高度熟

練技能の内容としては，2.2(1) で述べたように「機械化・

自動化が困難で，かつ，習得に多大な時間がかかる高度

熟練技能であること」だけでなく「将来の機械化・自動

化の基盤となる高度熟練技能，若しくは，生産ラインの

最終バックアップとして不可欠な高度熟練技能であるこ

と」も含めていることがあげられる． 
また八幡 41) が指摘するような品質管理や改善活動に

ついての知識・技能等については，高品質が求められ，

ハイテク化が進んだ現代のものづくりにおいては高度熟

練技能者であっても必要不可欠な知識・技能である．高

度熟練技能に加え，一定程度の技術的知識と機械を使い
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こなすための技能も高度熟練技能者が持っていることも

多い．高度熟練技能者の審査基準でもこれらのことは考

慮されており，例えば機械加工職種の高度熟練技能者審

査基準（高度熟練技能者チェックリスト）を見ても「主

要技能」として「機械加工」と「加工準備」と並んで「設

備の保守（故障・トラブルの未然防止や緊急的な処理を

含む）」や「品質管理」があげられており，関連技能とし

て数値制御加工に関する知識・技能を有することがあげ

られている．しかしながら「高度熟練技能とは匠的な熟

練のみ」というイメージが先行したため，これからのも

のづくりには匠的な熟練は不要ないし重要度が低いので

はないかとの考えも影響し（及びその考えに対する十分

な反論もできていなかったため），本事業の重要性が低く

認識され，事業の力点が若手技能者育成へシフトし，や

がて事業廃止に至るようになったことが推測される． 
また高度熟練技能活用促進事業における対象業種は

「将来にわたっても必要性が継続すると思われる高度熟

練技能のうち，その維持継承が困難な状況に陥っている

技能に係る業種」とされ，これに基づいて事業開始時は

業種の選定が行われた（最終的に選定された業種につい

てはTable 2参照）が，その後年数が経過し我が国のもの

づくり産業を巡る状況が変化してきても，その変化に応

じた形での業種の見直しは社会への説得性を持った形で

は十分には行われなかったことも，本事業の重要性が低

く認識されることになった要因であろう． 
実は，高度熟練技能活用促進事業の構想時は，高度熟

練技能の定義として「機械では代替できない高度な技能

を駆使して，高精度・高品質の製品を作り出すことがで

きる技能者，または機械が作り出す製品と同等以上の高

精度・高品質の製品を作り出すことができる技能者」（A
タイプ）のほかに，「A タイプと同等または A タイプに

近い技能者であって，幅広い製作要求にも応えられる柔

軟性を有し，技術開発にも携われる者」（Bタイプ），「高

度な技能，技術的知識を持って，機械の性能を十二分に

発揮でき，新技術の製造現場へのブレークダウンができ

る技能者」（Cタイプ）の3つのタイプの高度熟練技能者

が想定されていた 8) ．「高度熟練技能活用検討委員会」9) 

での検討において，技能の果たしている役割や継承の状

況等を考慮して高度熟練技能者としてはAタイプに限定

することになり今日に至るが，今後高度熟練技能の継承

施策について考える場合は，当時とは変化していると思

われる技能の果たしている役割や継承の状況を改めて見

直した上で，高度熟練技能とはどういう役割を持つもの

を指すかを決める必要がある． 
さらには，ものづくり産業政策や中小企業政策との連

携も考慮しつつ，今後の我が国のものづくり産業の発展

において重要性の高い業種・職種あるいは産業間の連関

構造の中で日本のものづくりの鍵となっている業種・職

種に着目し，それら業種・職種における高度熟練技能の

存在と役割を明らかにすることが，求められよう． 
 

（2）高度熟練技能の評価の促進 
3.の分析結果が示すように，「高度熟練技能の評価」は

高度熟練技能活用促進事業だけが持っていた機能であり，

高度熟練技能活用促進事業が廃止となった現在，その代

わりを担っている施策はない．また，高度熟練技能活用

促進事業において作成された高度熟練技能者審査基準や

チェックシートも現在は入手できない．そのため，技能

者が高度熟練技能を習得しようと思ったとしても，目標

とすべきレベルやそこと照らした場合の自分の現在のレ

ベルについて知るための情報がない． 
少なくとも，これまでに開発した高度熟練技能者の審

査基準やチェックシート等を一般の方が容易に入手でき

る形で公開し，高度熟練技能の習得を目指す技能者の目

標・手がかりを提供することが望まれる． 
 

（3）高度熟練技能の情報の収集と分析・提供 
2.2 でみたように，「高度熟練技能の情報の収集と分

析・提供」は，事業構想期や事業開始期では高度熟練技

能活用促進事業に貢献が期待された取り組みであった．

しかしながら 3.2 で述べたように，実際には，パンフレ

ットやビデオでごく限られた数が紹介される程度に留ま

り，十分に行われることはなかった．その理由としては，

高度熟練技能の内容や習得プロセスが高度かつ多様で分

析が難しいということに加え，施策実施の優先順位とし

て 2.2 で見たように事業開始期や事業中盤期では情報の

分析・提供よりもまずは高度熟練技能者の認定及び講師

派遣という形での活用にウエイトが置かれ，さらに事業

の後半期においては若手技能者育成の指導者としての高

度熟練技能者の活用の方にウエイトを置いたことが指摘

できる． 
高度熟練技能者の申請時には，高度熟練技能の内容だ

けでなく，その習得プロセスや後進へのキャリア形成へ

のアドバイス等の情報（アンケート）も収集されており，

これらの中には(1)で述べたようなこれからのものづく

りにおいて必要とされる高度熟練技能についても有益な

情報があると推測される．収集された情報を公開し，よ

り多くの研究者や実務家が協力する形で，高度熟練技能

の内容や習得プロセスに関する情報の分析・提供が進め

られることが望まれよう． 
 

（4）高度熟練技能の継承活動への活用 
2.3で述べたように，高度熟練技能活用促進事業におけ

る高度熟練技能者の指導者としての活用は，若年者を受

講者として想定した取り組みについては多くの実績を残

している．しかしながらこの取り組みは，若年者に高度
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熟練技能というよりも技能検定 2,3 級レベルの技能を習

得させることを目的としたものが多い 26) ．高度熟練技能

者を講師とすることで，習得期間の短期化や習得率（技

能検定合格率）の向上などは期待できるが，高度熟練技

能者の持つ高度熟練技能そのものの習得は困難であると

思われる． 
3.3(1) で述べたように，高度熟練技能を継承とする場

合は，技能の継承先も相応の技能レベルであることが効

果的である．しかしこのような「高度熟練技能者からそ

れに準ずるレベルの技能者への継承」の取り組みは，2.4
で触れたいくつかの地域での「技能塾」での事例以外に

はほとんど行われなかった． 
2.4 で示したように 2009 年に実施された調査 31) でも，

機械・金属関連産業の従業員30人以上の企業への調査結

果として高度熟練技能者を「不足」および「やや不足」

とした企業は65.1%となっている ．特に中小企業におい

ては，60歳に達した以降も働き続けた団塊の世代が本格

的に退職する時期を現在迎えており，早急な対応が求め

られている． 
高度熟練技能者の高度熟練技能の継承活動への活用が，

求められよう．  
 
（5）他事業との連携 
 (4) で継承先を相応のレベルの技能者とした取り組み

の重要性について指摘したが，このような取り組みは実

際はなかなか実現が難しい．その大きな要因の１つは，

そのような相応の技能レベルを持った技能者は，企業の

中では中堅あるいは中核となっている技能者層であり，

高度熟練技能の習得のために時間を割くことは困難であ

るからである． 
また高度熟練技能のレベルになると，ある一定の環境

の中での「訓練」といった手法では習得が困難であり，

実際のものづくりを行う中で生じてくる様々な問題（そ

の時々の顧客仕様，材料，納期，等）に対応する中で，

いわば「生きた技能」の形で継承活動に取り組んでいく

ことが望ましいと思われる． 
このような状況の中で，特に地域の中小企業が継承活

動を促進していくためには，「企業の壁を超えて，地域の

高度熟練技能者と中堅技能者が一緒になってものづくり

を行う」ことが効果的であると考える．企業の壁を超え

て一緒に仕事する中で高度熟練技能者の仕事ぶりから学

び，高度熟練技能者と議論する中で中堅層がレベルアッ

プし，ひいては高度熟練技能の継承も図られていく．こ

のような技能習得の方法は，松本 5) が，認知科学のLave 
and Wengerの知見を経営学の分野に適用して提案してい

る，「状況的実践」としての組織的な技能形成モデルに沿

うものである． 
このような取り組みは，高度熟練技能の継承を促進す

るだけでなく，現在は組織的には取り組まれていない「高

度熟練技能者自身のものづくりへの活用」を促進すると

思われる．  
このような取り組みを支援・促進するための国の具体

的な事業としては，「“指導”に対する謝金や旅費の支給」

という従来のアプローチではなく，このような取組を行

う技能者（すなわち所属する企業）のマッチングの支援

や，実際に製作する物を確保するためのマーケティング

の支援，これらを行う産業支援機関の支援などがポイン

トとなってくるであろう． 
 また 2.4 でみたように，本事業の派生的な成果として

地域での技能塾の設立という事例が現れてきているが，

これらに対して国として十分な支援がなされているとは

いえない．自治体施策とも連携しつつ，このような取組

が広く全国に普及することを意図した施策の立案が国に

は求められる． 
 
（6）事業終了後の成果物の活用 
これまで見てきたように，高度熟練技能活用促進事業

においては，認定者リスト，認定基準，パンフレット（い

くつかの高度熟練技能についてノウハウの抽出を試みた

もの），等の多くの成果物が生成された．これらは本事業

が生み出した知的資産であるが，事業終了に伴って多く

の成果物の公開が終了してしまい，現在では利用できな

いばかりか本事業によってどのような成果物があったか

もよくわからない状況にある． 
本事業の場合，このような状態となっている主因の 1

つは，高度熟練技能活用促進事業が国から中央職業能力

開発協会への委託事業として実施されたことにある．中

央職業能力開発協会においては委託事業の終了により過

去の事業の成果物の活用のための予算が手当てされない

こととなり，また本事業による成果物の協会独自の活用

は困難となった．国（この場合，厚生労働省）が活用の

意志を持たなければ成果物は活用されないが，国として

は既に終了した事業であるため活用の意志を持たない，

という状態であり，過去の事業による成果物が活用され

ない状態となっている． 
 しかし，たとえば高度熟練技能の習得のノウハウの分

析例など，これらの事業成果物の中には現在も活用の価

値があるものが多く存在する．また，認定者の情報が，

高度熟練技能者認定の意味や価値の解説とともに広く一

般から見ることができるような状態になければ，国費を

かけて折角認定した高度熟練技能者の活用は今後促進さ

れないことになる． 
 事業が終了したあとの成果物の活用方策についても，

今後，政策を立案する際は考慮しておくべきである． 
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